
入 札 公 告 

鯖 契 第 ２ ５ 号 

平成 31 年 1 月 7 日 

 

公共下水道施設維持管理業務包括委託について、次のとおり制限付き一般競争入札を行うので、

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項の規定により公告する。 

 

 

                                  鯖江市長 牧 野 百 男 

 

 

１ 入札に付する業務 

(１) 業務委託名 公共下水道施設維持管理業務包括委託 

(２) 業務場所  鯖江市西番町 鯖江市環境衛生センター 他 

(３) 業務概要  終末処理場 1 箇所、中継ポンプ場 1 箇所、マンホールポンプ場 19 箇所 

(４) 業務期間  平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日 

(５) 設計金額  金１，２１５，５４０，０００円（税込） 

 

２ 資格審査を申請できる者 

資格審査を申請できる者は、次の条件をすべて満たす者とする。 

(１) 平成３１年１月７日現在で、鯖江市競争入札参加資格者名簿において、施設維持管理の

登録を有すること。 

(２) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者で

あること。 

(３) 「鯖江市工事等請負契約に係る指名停止等に関する措置要領」に基づく指名停止を受け

ている期間中でないこと。 

(４) 次に掲げる施設を有する下水道終末処理場の維持管理業務を平成２６年４月１日以降、

２４月以上継続して履行した実績を有する者であること。 

① 標準活性汚泥法（高度処理の変法を含む。）を用いる水処理施設 

② １日当たり汚水１０，０００m3 以上の処理能力を有する水処理施設 

(５) 次に掲げる者を配置できる者であること。 

① 総括責任者 

ア 下水道法（昭和３３年法律第７９号）第２２条第２項に定める資格を有する者

であること。 

イ １年以上総括責任者または２年以上副総括責任者として維持管理業務に従事し

た経験を有する者であること。 

② 副総括責任者 

ア 下水道法下水道法（昭和３３年法律第７９号）第２２条第２項に定める資格を

有する者であること。 

 



３ 入札参加資格の確認 

(１) 入札の参加希望者は、平成３１年１月１６日（水）までに次の申請書等および添付書類

を提出しなければならない。なお、提出期限までに申請書等を提出しない者または確認が

受けられなかった者は、入札に参加することができない。 

① 申請書等 

ア 鯖江市制限付き一般競争入札参加資格審査申請書（様式第１号） 

イ 下水道施設維持管理業務委託実績調書（様式第２号） 

ウ 配置予定の総括責任者および副総括責任者の資格、経歴、経験等（様式第３号） 

② 添付書類（写し可） 

ア ２の(４)に示す委託実績を証明する契約書等および業務概要のわかる資料 

イ 配置予定の総括責任者および副総括責任者の資格者証 

(２) 申請書および資料の提出方法 

申請書および資料は持参して提出するものとし、郵送または電送によるものは受け付け

ない。 

(３) 申請書および資料の配布 

① 配布期間 平成３１年１月７日（月）から平成３１年１月１６日（水）まで 

（土曜日、日曜日および祝日を除く。）の午前９時から午後５時まで 

② 配布場所 鯖江市西山町１３－１  鯖江市政策経営部契約管理課 

電話 ０７７８－５３－２２２２（直通） 

（申請書様式は鯖江市ホームページからダウンロードできます。） 

(４) 申請書および資料の受付 

① 受付期間 平成３１年１月７日（月）から平成３１年１月１６日（水）まで 

（土曜日、日曜日および祝日を除く。）の午前９時から午後５時まで 

② 受付場所 申請書および資料の配布場所と同じ 

(５) 提出部数  ２部（うち１部は受付時に返却する。） 

(６) 申請書および資料の作成説明会 

   申請書等の作成説明会は実施しない。 

 

４ 入札参加資格者の決定 

(１) 入札参加資格者と認められた者または認められなかった者には、その旨をそれぞれ通知

する。 

(２) 確認を受けられなかった者は、市に対して確認を受けられなかった理由について説明を

求めることができる。 

(３) (２)の説明を求める場合は、平成３１年１月２８日（月）午後５時までに書面を提出し

てこれを行わなければならない。 

(４) (３)の書面は持参して提出するものとし、郵送または電送によるものは受け付けないも

のとする。 

(５) (３)の書面の提出があったときは、市は、平成３１年１月３０日（水）までに、説明を

求めた者に対して書面により回答する。 

(６) (３)の書面の提出先は次のとおりとする。 



申請書および資料の配布場所と同じ。 

 

５ 業務概要図書および入札心得の配布 

(１) 業務概要図書および入札心得（以下「概要図書等」という。）は、入札参加希望者に次

のとおり配布する。なお、鯖江市ホームページをご確認ください。 

① 配布期間 平成３１年１月７日（月）から平成３１年１月１６日（水）まで 

（土曜日、日曜日および祝日を除く。）の午前９時から午後５時まで 

② 配布場所 申請書および資料の配布場所と同じ 

(２) 概要図書等に対する質問がある場合は、次のとおり書面により提出すること。 

なお、書面は持参により提出するものとし、郵送または電送によるものは受け付けない。 

① 受付期間 平成３１年１月７日（月）から平成３１年１月１６日（水）まで 

（土曜日、日曜日および祝日を除く。）の午前９時から午後５時まで 

② 受付場所 申請書および資料の配布場所と同じ 

(３) (２)の質問があったときは、その回答書を次のとおり閲覧に供するものとする。 

① 閲覧期間 平成３１年１月７日（月）から平成３１年１月１６日（水）まで 

（土曜日、日曜日および祝日を除く。）の午前９時から午後５時まで 

② 閲覧場所 申請書および資料の配布場所と同じ 

 

６ 全図面および設計書の配布 

(１) 入札参加資格者には、全図面および設計書（以下「設計図書」という。）を次のとおり

配布する。 

① 配布期間 平成３１年１月２３日（水）から平成３１年２月７日（木）まで 

（土曜日、日曜日および祝日を除く。）の午前９時から午後５時まで 

② 配布場所 申請書および資料の配布場所と同じ 

(２) 設計図書に対する質問がある場合は、次のとおり書面により提出すること。 

なお、書面は持参により提出するものとし、郵送または電送によるものは受け付けない。 

① 受付期間 平成３１年１月２３日（水）から平成３１年１月３１日（木）まで 

（土曜日、日曜日および祝日を除く。）の午前９時から午後５時まで 

② 受付場所 申請書および資料の配布場所と同じ 

(３) (２)の質問があったときは、その回答書を次のとおり閲覧に供するものとする。 

① 閲覧期間 平成３１年１月２３日（水）から平成３１年２月７日（木）まで 

（土曜日、日曜日および祝日を除く。）の午前９時から午後５時まで 

② 閲覧場所 申請書および資料の配布場所と同じ 

 

７ 入札の執行の日時および場所等 

(１)日 時  平成３１年２月７日（木）１１時３０分から 

(２)場 所  鯖江市西山町１３－１ 鯖江市役所 新館４階多目的ホール 

(３)その他  入札の参加に当たっては、４(１)の入札参加資格があることが確認された旨の

通知書の写しを持参すること。 

 



８ 入札方法等 

(１) 電送による入札は認めない。 

(２) 郵送による入札は認めない。 

(３) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の８に相当する

額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切捨てた金

額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者で

あるかを問わず、見積もった契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書に

記載すること。 

(４) 入札回数は、２回を限度とする。 

(５) 最低制限価格     無 

(６) 低入札調査価格    無 

  

９ 入札保証金および契約保証金 

(１) 入札保証金については免除する。 

(２) 契約保証金については免除する。 

 

10 契約書作成の要否    要 

 

11 支払条件 

支払いは月払いとし、年度の最終月に水質および水量にあわせて精算するものとする。 

なお、委託準備期間中に発生した費用については、請負者の自己責任において負担するものと

する。 

 

12 入札の無効 

この入札に参加する者に必要な資格のない者、当該資格の有無に係る審査の申請において虚偽

の申請を行った者ならびに現場説明書および工事入札心得において示した条件に違反した者のし

た入札は、無効とする。 

なお、確認を受けた者であっても、申請書提出後入札までに指名停止を受けた者および入札時

点においてこの入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札は無効とする。 

その他鯖江市財務規則による。 

 

13 その他 

(１) 入札参加者が２者に満たない場合は、当入札は行わないものとする。 

(２) 入札参加者は、入札心得を熟読し、入札心得を遵守すること。 

(３) その他不明の点については、鯖江市政策経営部契約管理課に照会すること。 

（電話 ０７７８－５３－２２２２ 直通） 

 

 


